
　　　介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）
➀高齢者が要支援、要介護状態になることを予防するとともに、自らの能力を活かして活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう支援すること
➁高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、集い、支え合うことなどを通じて、生きがいづくりや生活支援、介護予防が図られる地域づくりを行うこと
を目的に、平成29年度から実施している事業のことをいいます。
事業では、大きく分けて、要支援者や要支援・要介護状態となる可能性の高い方（事業対象者）を対象にケアプランに基づき利用していただく「介護予防・生活支援サービス事業」と、全ての高齢者を対象とする「一般介護予防事業」の2つの事業を行っています。

青森市介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）のご案内

総合事業で、いつまでも元気にいきいきと！

◆総合事業は、介護予防の取組を通じて、高齢者の皆さんの元気で活動的な暮らしをお手伝い
する事業です。

◆ケアプランに基づき、専門職のサポートのもとで生活機能の維持・向上を図る「サービス・
活動事業」と、地域の「つどい」「つながり」「支え合い」活動の充実を通じて介護予防を
図る「一般介護予防事業」の２つの事業で構成されます。

総合事業とは

各事業の内容

もっと
「つどい」「つながり」
「支え合う」地域へ！

もっと
「生きがいのある」
「活動的な」生活へ！

※総合事業には、大きく分けて２つの事業があります

２ 一般介護予防事業１ サービス・活動事業

※利用料：所得に応じて、かかる費用の１割～３割の自己
負担があります。

※利用料：無料
（高齢者生きがい対策事業には実費負担があります。）

要支援者や要支援・要介護状態となる可能性の高
い方（事業対象者）が、ケアプランに基づき、利
用できる事業です。

全ての高齢者の方が参加できる事業です。

住み慣れた地域で

元気にいきいき

暮らしましょう！

事　業

介護予防訪問
介護相当事業

訪問介護員（ホームヘルパー）がご自宅
にうかがって、身体介護や生活援助を行
います。

介護予防通所
介護相当事業

介護事業所（デイサービス）で機能訓練
や食事・入浴等の生活支援を行います。

内　　容
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高齢者生きがい
事業

雲谷地区にある高齢者健康農園での夏
場の農作業体験と、冬場の体力づくり
講座等を組み合わせたプログラムを提
供します。

ボランティア
ポイント制度

高齢者支援（見守りやごみ出し、食事
会等のお手伝い）や介護予防、雪対策
に関するボランティア活動を行った場
合にポイントを付与し、高齢者の社会
参加を応援します。

事　業 内　　容

介護予防
普及啓発事業

地域団体等が、自主的・継続的に介護
予防に取り組めるよう、ロコモ予防体
操等の指導者を派遣し、サポートしま
す。

こころの縁側
づくり事業

高齢者が安心して住みなれた地域で生
活できるよう、生きがいづくり・交流
などが図られるつどいの場を開催しま
す。
　・地域のつどい
　・まちなかいきいきサロン



ご利用までの流れ

要介護（要支援）認定申請をします

介護給付サービス

が利用できます

介護予防サービス

（福祉用具貸与や訪問看護など）

が利用できます

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業
が利用できます

一般介護予防事業
をご案内します

■青森市福祉部 高齢者支援課
・介護予防・生活支援チーム（℡：017-734-5326） 又は お住まいの地区を担当する、地域包括支援センターへ

基本チェックリストを活用しながら、お話を伺います。

青森市やお住まいの地域を担当する地域包括支援センターに相談します。

65歳以上の高齢者

青森市

・高齢者支援課

・介護保険課

・健康福祉課

地域包括支援センター
（市内11ヶ所）

要支援

１～２
非該当

要介護

１～５

「事業対象者」
基本チェックリストに該当し
サービス利用が必要な方

基本チェックリストに該当せず

自立した生活が送れる方

居宅介護
支援事業所等

地域包括支援センター（市内11ヶ所）

※要介護者用の
ケアプランを
作成します

※要支援者用の
ケアプランを
作成します

※事業対象者用の
ケアプランを
作成します

基本チェックリストとは

生活機能の低下にいち早く気づき、改善に向けた取組につなぐための、25項目の質問票です。

お問合せ

総合事業や基本チェックリストに関してのお問合せは、以下へお気軽にご連絡ください。


